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書式第 17号 (法第 55条関係 )

特定非営利活動促進法第

“

条第2項第3号に定める事項を記載した書類

1 資金に関する事項 【収益の源疎別の明細、借入金の明細その他の資金に関する亭司

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第 54条第2項第3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動促進法施行規

則第32条第1項各号に対応しています。以下同じです。

法人名
特定非営利活動法人

救急ヘリ病院ネットワーク
2021年 1月 1日 ～

"21年
12月 31日事 業 年 度

(1)収益の源豪別の明細

(2)借入金の明細

該当なし

収 益 源 泉 の 内 訳 金   額

正会員受取会費 1,310,000円

賛助会員受取会費 3, 767,000円

受取寄附金 17,107,000円

受取利息 217円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

△
口 計 22,184,217円

借 入 先 金   額

該当なし 円

円

円

円

円

△
口 計 円

(3)その他



2取 引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に耐
い
る事項 イ 収益の生ずる取引及び費用の生

ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第」頂にから第」購 まで

の取引 口 役員等との取引]

(1)収益の生ずる取引の上位5者

(2)費用の生ずる取引の上位5者

(3) 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ 資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)

氏名又は名称 住所又尚所在地 取引金額 取 引 内 容 等

7,000,000円 寄付金

5,IЮ,000円 寄付金

1,000,000円 寄付金

1,000,000円 寄付金

1,000,0∞ 円 寄付金

氏名又は名称 住所又尚所在地 取引金額 取 引 内 容 等

4,311,014円 派遣契約費

3,6〔Ю,&Ю 円 事務所賃借料

2,623,駅Ю円 広報誌編集作成費

1,574,523円 広報誌発送費

919,324円
′ヾソコン購入費、ネットワークシステム保守費、
コヒ
°
勁ウント使用料、廃棄処分費用

取引先の氏名

等

法人との

関  係
住所又嵐所在地

譲 渡

年月日
譲 渡 価 格 譲渡資産の内容等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円



ロ 資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

ハ 役務の提供 (施設の利用等を含む。)

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

貸 付

年月日
対 価 の 額 譲渡資産の内容等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

取引先の氏名等
役務の提供

年月日
対 価 の 額 役務提供の内容等

2021.3.29 55,優〕5円 升
゛
第6号執筆

2021.7.27

2021.12.27

33,411円

55,685円

升
゛
第9号執筆

シ琳 シ
゛
ウム謝礼

2021.9.28

2021.11.29

33,411円

33,411円

升
゛
第10号執筆

プ ガ
゛
第11号対談

2021.12.27 55,685円 シガ シ
゛
ウム謝礼

2021.12.27 55,685円 シ琳
°
ゾ舛謝礼

2021.12.27 55,685円 シポ シ
゛
ウム刷村ネL

円

円



3寄 附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する1綱金の額の事業年度中の合計額が20万円以上で
あるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及疇 月日]

氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



4 役員等に対する報酬又は給与の状況 [⑤イ 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況(口を除く。)、 口 給与を得た職員
の総数及び当該職員に対する給与

`凛
M厠

役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配4酢静若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と

特殊の関係にある者 m)(以下「役員等」という)に対する報酬又は給与の支給について記載してくださし、

(注 1)「役員、社員、η義拝t若しくは者印付者
'彗

しくはこれらC)月蟹C)配1偶萌旨若しくは三親等|1以内の規魔翅まこれらσ)者と中争列隊の庚協Rに

ある者」とは次の者が該当します。

① 役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族

② ①の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

③ ①の者の使用人及び使用人以外の者で「役員、社員、職員若しくは制 者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内

の例欠|から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している者

④ ②又は③に掲げる者の配偶者若しくは三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている者

イ 役員等に対する ロ

(注 2)注 lCD～④の内容を具体的に記述します。

口 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額

集 計 期 間 2021年 1月 1日  ～2021年 12月 31日

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

1名 3,5[Ю,000円

氏    名 職 名
法人との関係

(注 2)

報酬・給与の

区   分
支 給 期 間 等 支 給 金 額

該当なし



5 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及破 出年月日]

6 海外への送金等に関する事項 (その金額が200万円以下の場合に限る。)[@〕∞万円以下の海外への送金又は

金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日]

実 施  日 使 途 金   額

該当なし 円

一

円

一

円

円

支出年月日 支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等

2021年 1月 26日 助成金

2021年 1月 %日 同上

2021年 2月 25日 同上

2021年 2月 25日 同上

支出した寄附金額

200,000円

200,ⅨЮ円

225,000円

212,498円

824疲B円

225,000円

200,000円

349,959円

製Ю,000円

慶b,294円

6[Ю,000円

225,000円

183,2`Ю 円

162,願Ю円

2021年 2月 25日 同上

2021年 2月 25日 同上

2021年 2月 25日 同上

2021年 3月 29日 同上

2021年 4月 27日 同上

2021年 4月 27日 同上

2021年 4月 27日 同上

2021年 4月 27日 同上

2021年 6月 29日 同上

2021`年 12月 27日 同上

合   計 4693,079円



法人名 認定特定JF営利活動法人救急ヘリ病院ネットワーク チェッタ欄

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

{1)役員及びその親族等

{a特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等
口 各社員の表決権が平等であること

⌒
V

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記録及び

帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること
二 支出した金銭の1費i勧期 らかでないものがある等の不適正な組 勁摯詠れていないこと

イ

(注 1)

(注 2)

各欄の人数等は、第3表付表1『役員の状況」から転配してくださしヽ

③及d〕こついては、小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載してください。

(例)33. 333・ ・・%― → 33. 3%

役員数

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合

(②÷①

項  目

① ② ③

④ m21年 1月 1日～2ψl年 12月 31日 18人 0人 0%

⑮ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 %

%
◎ 年 月 日～ 年 月 日

人 人

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 %

人 人 %
申 請 時

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグノレープの人数

割 合

(④÷③

④ ⑤

2人 10%

人 %

人 %

人 %

人 %

人 %

各社員の表決権が平等である ④ ⑤ ◎ ① ◎ 申 請 時

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

書式第7号。
(辛去第44条・51条・58′ 日ヽ5ウ系)

認定基準等チェック表  (第 3表) 【極園】

∝意1申0
・ 認定基準等チェック表 (第 3表)は、法第5条第1項に基づく書類 (役員剰日償閣聾亭提出書類)の提出時においても錮載及び添

付する必要があります.その場合、上記口の記載の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬朗肥等提出書類)に記載した事項について、

添付を省略することができます。



ハ

項
口
日 ④ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

はヤや、
V はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえいいえ

|まい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ いいえ

会計について公認会計士又は監査法人の監査

を受けている

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の

保存を青色申告法人に準じて行つている

項 目 ④ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の

記載がある等の不適正な経理の有無
有・麟 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

第3表 (りCD

∝意申Q
認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬観曜等提出:日目):=記載した事項について、改

めて記載する必要はありません。

エ 3

項    目 記 載 要 領 注 意 事 項

イの各欄 区分欄の「③」から「◎」欄には、実績判定期間の各事

業年度 (又は各年)を記載します。

第3表付表1「役員の状況」を記載して、「①」、「②り及

び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

口の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

ば、「定款 (又は会貝0第○条に正会員の表決権 (又は議決

柏)は平等に一票を与えると規定」のように記載します。

)\a44fr 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「④」から「◎」については、上記イに講 る各

期間 (「④」から「◎」)を示したものです。

① 「会計について公認会計士又は監査

法人の監査を受けている」の「は墜上

に「○」した場合には監査証明書を添

付してくださし、

②  輌帳簿書類の備付け、取引の設

び帳簿書類の保存を青色申告法人に準

じて行つている」の「はし可に「o」

した盪全には、_笙 3表イ寸表2「塑塾奎堕

織の状況Jを記載し添付してくださし、

二の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「④りから「◎」については、上記イに講 る各

期間 (「④」から「◎」)を示したものです。

○ 二において、「費途が明らかでない支出」とは、法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも

のをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を

明らかにしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでない支出」があることになり、認定を受けることはできません。



書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第3表付表 1

法人名
特定ブ贈 利活動法人

救急ヘリ病院ネットワーク
③ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

役  員  数 18人 人 人 人 人 人

(1)最も人数が多い「親族等」のグループの

人数
0人 人 人 人 人 人

(2)最も人数が多い「特定の法人の役員又は

使用人である者並びにこれらの者の親族

等」のグループの人数

2人 人 人 人 人 人

役 員 の 内 訳

就 任 等 の 状 況

氏  名 住  所 職名 続柄等
就任・退任

年月日
③ ⑮ ◎ ① ◎ 申請時

國松 孝次 理事
○

就任

2(Ю3年 4月 1日

篠田 伸夫 理事長 就任

1999年 12月 22日○

小濱 啓次 理事 就任

困∝年4月 1日

○

鷺坂 長美 理事 就任

2囲 年4月 1日
○

浅井 康文

石川 博敏

伊藤 隼也

(岩貞るみこ)

太田 芳枝

武居 丈二

理事

理事

理事

理事

理事

理事

○

○

○

○

○

○

就任

2008年 4月 1日

就任

mll年 4月 1日

就任

2019年 4月 1日

就任

"12年
4月 1日

就任

2∞7年 4月 1日

就任

ω15年 4月 1日

理事
○

就任

2010年 4月 1日

野口 宏

就任

"19年
4月 1日

野崎 洋之 理事
○



白谷 祐二

益子 邦洋

松田 徹之

原 英義

追見 弘

理事

理事

理事

理事

理事

理事

○

監事
○

宮寄 拓郎

襲田 正徳

=宅 章郎 監事
○

就任

劉
"年

4月 1日

退任

m21年 3月 31日

○

′フ

○
就任

2013年 4月 1日

○
就任

1999年 12月 22日

就任

1999年 12月 2日

○

ヽ
フ

′
ヽ

就任

"10年
4月 1日

就任

ω19年 4月 1日

就任

"13年
4月 1日

就任

2舵0年 4月 1日

(滋申D
認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第関条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出密E)に記載した事項について、添

付を省略することができる。



帳 簿 組 織 の 状 況 第 3表付表 2

特定非営利活動法人 救急ヘ リ病院ネットワーク

総勘定元帳 ルーズリーフ 月 1回 7年

現金出納帳 ルーズリーフ 都度 7年

預金出納帳 ルーズリーフ 都度 7年

仕訳帳 ルーズリーフ 月 1回 7年

出金伝票 ルーズリーフ 都度 7年

法 人 名

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

記載要領

。 「左の帳簿等の形態」欄は、例えば 「3枚複写伝票」、「ルーズリーフ」、「装丁帳簿」のように記載します。

。 「記帳の時期」欄は、「毎日」、「一週間ごと」のように記載します。

③ 認定有効期間内に2回 日以降の申請を行う場合には、添付の必要はありません。



令和 4年  1月 27日

特定非営利活動法人

理事長 篠田

救急ヘリ病院ネットワーク

伸夫 殿

公認会計士 

私は、特定非営利活動法人 救急ヘ リ病院ネットワークの令和 3年 1月 1日 から令和 3

年 12月 31日 までの第 23期事業年度の計算書類、すなわち、収支計算書、貸借対照表及び

財産 目録 (総括表、一般事業、 ドクターヘ リ支援事業)について監査を行った。この計算

書類の作成責任は理事者にあり、私の責任は独立の立場から計算書類に対する意見を表明

することにある。

私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠 して監査を行った。

監査の基準は、私に計算書類に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得るこ

とを求めている。監査は、試査を基礎 として行われ、理事者が採用 した会計方針及びその

適用方法並びに理事者によって行われた見積 りの評価も含め全体 としての計算書類の表示

を検討することを含んでいる。私は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を

得たと判断 している。

私は、上記の計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる会計の基準に準

拠 して、特定非営利活動法人 救急ヘ リ病院ネットワークの第 23期事業年度の収支の状況

及び同事業年度末 日現在の財政状態をすべての重要な点において適正に表示 しているもの

と認める。

特定非営利活動法人 救急ヘ リ病院ネ ットワークと私との間には、公認会計士法の規定に

より記載すべき利害関係はない。

以 上



法人名 認定特定非営利活動法人救急ヘリ病院ネットワーク チェックi欄

○
4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行つていないこと

口 役員等に対し報酬又1誦鏑の支給に関して特別の利益を与えないこと、

と当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人

の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上

記イの活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

うち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上で

あること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

ハ

る法人

ロ

項 目 ③ ⑮ ◎ ① ◎ 申訂静寺

宗教の教義を広め、儀式を行い、及

び信者を教化育成する活動
有・① 有 ・無 有 ・ 無 有 。無 有 ・ 無 有 。無

政治上の主義を推進し、支持し、又

はこれに反対する濤助
有・① 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 。無 有 。無

特定の公職の候補者若しくは公職に

ある者又は政党を推薦し、支持し、

又はこれらに反対する活動

有。① 有 ・無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 。無

項 目 ④ ⑮ ◎ ① ◎ 申詞事寺

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人とその

活動内容及び事業規模が類1以する他の法人の役員に対する報酬の支

給の状況等に照らして、当法人の役員に対する報酬の支給として過

大と認められる報酬の支給その他役員等に対し報酬又は給与の支給

に関して特別の利益の供与の有無

有・⑩ 有・無 有。無 有・無 有・無 有。無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当該資産の

その譲渡の時における価額に比して著しく過少と認められる資産の

譲渡その他役員等又は役員等が支配する法人と当法人の間の資産の

譲渡等に関して特別の利益の供与の有無

有。① 有・無 有・無 有・無 有。無 有。無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事業の運営

に関して特別研 ll益の供与の有無
有。① 有・無 有・無 有。無 有・無 有。無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は特定の公

職の候補者若しくは公職にある者に対する割附の有無
有。① 有・無 有。無 有・無 有。無 有・無

書式第10号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表 (第 4表 ) (初葉)

∝童事の
・ 晴嘘J紳諄チェック表 (第 4表)」 は、法第5彙第1項:==づく自目 (役員哺日

"腑

田朧田■●目)の■出時においても記

"及び澤洞す・る必要があります。その嘔合、噌嘘
=申

キチエックニ第4■ (次素)ON腱び二)」 の田椰田嘴日

"鮨"田
出りま

せん。

・ 認定の椰

"口“""0中
請に当たつて1ム 涸購55条第 1項に

`づ
く●饉 (役員籠田麟口開臓口つ に出●した事項につい

て、澤付を¬略することができます。



法人名 認定特定非営利活動法人救急ヘリ病院ネットワーク チェック
'相

ロ

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事

務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬反は職員給与の支給に関する1規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事項

等を記載した書類

へ 助成の実績並びに海外送金等の金額及び使途並びにその予定日を記載した書類

○

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において閲覧させることに同意する。

※回覧に関する1頭II!(祖然薗凰D等がある場舘こ:よ そC廂唄|:I鮨メ嚇脚D等を添付してくださし、

同  意
/  ヽ

V L/tt,r

イ

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、俯罰役員名簿、社員のうち10人以上の者の

氏名及び住所又は居所を記した:書D
② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写し)

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位5者との取引

・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者C洒己偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と」籠殊

の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員C酒己偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する

寄附金の額の事業年度中の合計額が加万円以上であるものに限る。)の略 並びにその割附金の額及咄 月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ l海外への送金又は金銭の持出しを行った場合 (その金額が2∞ 万円以下の場合に限る。)におけるその金額及び

使途並び仁その実施日

① 助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

② 海外への送金又は金銭の持出し (その金額が2∞ 万円以下のものを除く。)を行う場合には事前に又は災害に対

する援助等緊急を要する場合には事後に所轄庁に提出した書類の写し

書式第13号 (法第44条・51条・58条関係)

エック表  (第 5表)

(滋輌
・ 認定基準等チェック表第5表は、法第5条第1項に基づく書類 (役員囀□躙閣妻専提出書類)の提出時に配載及び添付する必要が

あります。
・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、添付の必要はありません。



書式第14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表)

法人名 諦麟抑朧酬トリ絲 ットワ

認定基準等チェック表  (第 6表)

認定基準等チェック表  (第 7表)

認定基準等チェック表  (第 8表)

∝菫中0
・ 法第55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)

は、配載する必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の配載の必要はありません。また、法

第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出癬同)に記載した事項について、改めて配載する必要はありません。

6 28条に規定す

名簿並びに定款等を同法第29条の規定により所轄庁に提出していること

特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等及び役員名簿並びに定款等の所轄庁への提出の有無

有 ・ 無 征有 有 征 有 ・ 無 有 ・ 無

③ ⑮ ◎ ① ◎

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利

益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェッタ欄

○

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する

事実の有無

③ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

有・ ⑬ 有 ・無 有 征 有 缶 有 征 有 盤

③ 認定基準等チェック表 (第 7:DIは、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に配載及

び添付する必要があります。

事業年度 月 日～ 月 日 設立年月日 平成 年 月 日

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後 1年を超える期間が経過し

ていること

チェック欄



欠格事由チェック表

法人名 認定特定非営利活動法人救急ヘリ病院ネットワーク

次のし

チェック欄

は認定、仮認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は仮認定特定非営利活動法人が仮認定を取リ
合において、その取消しの原因となつた事実があった日以前1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該仮認定
特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの

口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな
い者

ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法2“ 条等 a□噸1)

若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことによ
り、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

二 暴力団の構成員等α颯頭2)

2 認定又は仮認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (認

5

6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

から3年を経過しない法人

役員のうち、次のいずれ力ヽこ該当する者の有無

認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は優 B′ヨ寺定非営和|1歴働法人が仮認定を取

り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前1年内に当該認定特定非

営利活動法人又は当該仮認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消し

の日から5年を経過しない者の有無

有。①

禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5

年を経過しない者の有無
有。①

特定り1攀杯:l活動促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑

法第204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関す

る法律に販 したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けるこ

とがなくなつた日から5年を経過しない者の有無

有・①

暴力団の構成員等の有無 有 。(D

，
“ 認定又は仮認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 Etrr' (

Ｒ

〕 定款又は事業計画書の内容が法令等に販 している法人 は い \L\i

\L \i4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人

はい

耐
薇

認定、仮認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、上記4上堡|ろ亜整菫量豊量笠主L奎量生重壁上控菫置盟」

(注 1)その他の事務所がある場合は、その他の事務所所在の滞納処分に係る納税証明書も添付すること

ｒＯ 国税に係る1重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人 EL( し`

り^ 次のいずれ力ヽ こ該当する法人

暴力団 mr,6',uD
暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 61.,f,ffi


